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【手続補正書】
【提出日】令和3年2月17日(2021.2.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一般式（Ｉ）の化合物又はその塩を含む医薬組成物であって、
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【化１】

　式中、
　Ｘ１及びＸ２は各々独立にＳ、Ｏ又はＮ－Ｒ４であり、Ｒ４は、Ｈ、アルキル、シクロ
アルキル、アリール及びヘテロアリールからなる群から選択され、
　Ｘ３は、ＣＮ、ハロゲン、ＮＯ２、ＣＯ－Ｘ９及びＳＯ２Ｘ９からなる群から選択され
、Ｘ９は、ＯＨ、Ｏ－及びＮＨ２からなる群から選択され、
　Ｘ４、Ｘ５、Ｘ６、Ｘ７及びＸ８は、Ｈ、アルキル、シクロアルキル、アリール、アミ
ン、ハロゲン、アルコキシ、ヒドロキシ、ヘテロアリール、ＮＯ２、ＣＮ、ＣＯ－Ｘ１０

及びＳＯ２Ｘ１０からなる群から各々独立に選択され、Ｘ１０は、ＯＨ、Ｏ－及びＮＨ２

からなる群から選択され、
　Ｒ１とＲ２の一方は存在せず、他方のＲ１及びＲ２は、Ｈ、アルキル、シクロアルキル
、アリール、アミン、ハロゲン、アルコキシ、ヘテロアリール、ＣＮ、ＣＯ－Ｘ１１及び
ＳＯ２Ｘ１１からなる群から選択され、Ｘ１１は、ＯＨ、Ｏ－及びＮＨ２からなる群から
選択され、
　Ｒ３は、ＯＲ５、Ｏ－及びＮＲ６Ｒ７からなる群から選択され、Ｒ５、Ｒ６及びＲ７は
、Ｈ、アルキル、シクロアルキル及びアリールからなる群から各々独立に選択され、
　点線の各々は独立に単結合又は二重結合である、
医薬組成物。
【請求項２】
　神経炎症性疾患の処置に使用される、請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　前記処置が追加の治療薬を更に含む、請求項２に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　前記神経炎症性疾患が多発性硬化症である、請求項２又は３に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　前記多発性硬化症が再発寛解型多発性硬化症である、請求項４に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　一般式（Ｉａ）の化合物又はその塩を含む請求項１に記載の医薬組成物。
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【化２】

【請求項７】
　Ｘ１及びＸ２は各々Ｓである請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項８】
　Ｘ３はＣＮである請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　Ｘ４、Ｘ５、Ｘ６、Ｘ７及びＸ８は各々Ｈである請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　Ｒ１はＨである請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項１１】
　Ｒ３はＯＲ５であり、Ｒ５はメチル又はエチルである請求項６に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　前記化合物がＳＭ１である、請求項１から１１のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【化３】
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